
 

 

 

             

令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ 日 

                              

 

優秀な建設技能者を顕彰します 

～令和３年度優秀施工者国土交通大臣顕彰式（建設マスター顕彰）～ 

 

 

 
 
 国土交通省では、優秀な技能・技術を持ち、後進の指導・育成に多大な貢献をした建設技能者を

対象に「優良施工者国土交通大臣顕彰」（建設マスター)を実施しております。 

 今年度は、北海道開発局営繕部が推薦した３名の技能者の方が優秀施工者として国土交通大臣に

顕彰されましたので、以下のとおり顕彰式を行います。（詳細は別紙参照） 

 なお、取材を希望される方は、１１月５日（金）までに下記問合せ先にご連絡ください。 

 

記 

 

 １．日 時  令和３年１１月８日（月）１０時３０分～ 

 ２．場 所  札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎 １７階 営繕部長室 

   ※ 新型コロナウイルス感染症の影響で日時が変更又は中止となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 北海道開発局では、令和３年度優秀施工者国土交通大臣顕彰式（建設マスター顕彰）を以下の

とおり行いますので、お知らせいたします。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

         営繕部 技術・評価課 課長補佐  森 喜人（内線 5782） 

 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 

※個別の表彰案件に関する取材は、表彰式までの間、北海道開発局営繕部技術･評価課において対応します。 



別紙 

優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）について 

１ 趣旨及び建設マスターについて 

我が国の基幹産業である建設産業においては、今後、高齢化の進展及び若年労働力の減少により、

将来の担い手不足が懸念されています。このような状況の中、優秀な人材を確保育成することが、 

良質な建設生産物を確実に国民に提供していくために必要となっています。 

そこで国土交通省では、例年、優秀施工者国土交通大臣顕彰を実施しており、建設産業の第一線で

「ものづくり」に直接従事している建設技能者の中から、特に優秀な技能・技術を持ち、後進の指導・

育成等に多大な貢献をしている方を国土交通大臣が顕彰しています。 

 

２ 顕彰の対象 

建設現場において工事施工に直接従事している個人で、現役として活躍している建設技能者のうち、

次の全て満たしている方 

（顕彰基準） 

（１） 技能・技術が優秀であること 

（２） 工事施工の合理化等に貢献していること 

（３） 後進の指導育成に努めていること 

（４） 安全・衛生の向上に貢献していること 

（５） 他の建設現場従業者の模範となっていること 

 

３ 令和３年度の顕彰について 

  本年度の建設マスター顕彰者は全国で 483 名、北海道から 20 名、北海道開発局の推薦者５名のう

ち、営繕部から推薦した３名について、国土交通本省で行われるはずであった顕彰式が中止となった

ため、北海道開発局営繕部にて行います。 

 

４ 表彰予定者 

① 株式会社小林創業                   技能者名 坂田 宏明 

   

② 株式会社國上工務店                  技能者名 粂地 吉行     

   

③ 井上内装工業                     技能者名 井上 英樹     

  

                                    （敬称略） 

５ 表彰式について 

  営繕部での顕彰は以下のとおり行います。 

 

（１） 日時 令和３年１１月８日（月）①１０時３０分 ②１１時００分 ③１１時３０分 

（２） 場所 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎 １７階 営繕部長室 

  ※ 新型コロナウイルス感染症の影響で日時が変更又は中止となる場合があります。 


